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六
月
定
例
会
で
審
議
し
た
案
件

は
、
10
㌻
に
あ
り
ま
す
一
覧
表
（
数

字
は
議
案
番
号
）
の
と
お
り
で
す
。

■
本
会
議
に
お
け
る
主
な
討
論

最
終
日
（
６
月
26
日
）
の
本
会
議

に
お
い
て
、
第
75
・
80
・
81
号
議
案

の
３
件
と
請
願
第
２
・
３
号
の
２
件

に
つ
い
て
反
対
（
不
採
択
）
・
賛
成

（
採
択
）
の
立
場
で
各
討
論
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

＊
＊
&5
議
案
＊
＊

（
反
対
）
国
の
税
制
改
正
に
よ
る
、

65
歳
以
上
の
年
金
生
活
者
の
公
的
年

金
等
控
除
額
の
減
額
で
、
急
激
な
国

保
料
の
負
担
増
緩
和
の
た
め
の
、
減

額
賦
課
の
特
例
を
２
年
に
限
っ
て
設

け
る
も
の
で
あ
る
が
、
２
年
後
に
は

特
例
な
く
保
険
料
を
徴
収
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
認
め
ら
れ
な
い
。

減
額
の
継
続
を
国
に
求
め
、
市
独
自

の
新
た
な
減
免
制
度
の
創
設
を
強
く

求
め
、
反
対
す
る
。

（
賛
成
）
介
護
給
付
費
の
動
向
を
踏

ま
え
た
介
護
納
付
金
に
か
か
わ
る
賦

課
限
度
額
の
見
直
し
は
、
増
え
続
け

て
い
る
介
護
給
付
費
を
考
え
れ
ば
や

む
を
得
な
い
し
、
年
金
課
税
の
見
直

し
に
よ
る
、２
年
間
の
経
過
措
置
は
、

65
歳
以
上
の
公
的
年
金
等
受
給
者
の

急
激
な
負
担
増
を
防
ぐ
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
を
適
用
し
な
け
れ
ば
、
本

年
度
か
ら
の
急
激
な
負
担
増
と
軽
減

対
象
か
ら
の
除
外
を
招
く
こ
と
に
な

り
、
必
要
不
可
欠
な
改
正
内
容
と
考

え
、
賛
成
す
る
。

＊
＊
*0
議
案
＊
＊

（
反
対
）
６
月
14
日
に
国
会
で
可
決

さ
れ
た
医
療
制
度
改
定
に
伴
う
、
本

年
10
月
か
ら
現
役
並
み
収
入
の
あ
る

70
歳
以
上
の
医
療
費
を
３
割
負
担
と

す
る
た
め
の
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発

委
託
料
で
あ
り
、
高
齢
者
へ
の
さ
ら

な
る
負
担
増
を
着
実
に
行
う
も
の
で

あ
り
、
反
対
す
る
。

（
賛
成
）
国
会
で
十
分
審
議
さ
れ
、

決
め
ら
れ
た
こ
と
に
基
づ
く
事
務
手

続
で
あ
り
、
補
正
予
算
を
組
ま
な
け

れ
ば
事
務
が
進
ま
ず
、
法
律
で
決
ま

っ
た
実
施
時
期
に
間
に
合
わ
な
く
な

り
、
被
保
険
者
に
い
た
ず
ら
に
混
乱

を
招
く
こ
と
に
な
る
。
本
市
の
国
民

健
康
保
険
料
を
円
滑
に
運
営
す
る
た

め
の
必
要
な
補
正
予
算
と
考
え
、
賛

成
す
る
。

＊
＊
請
願
w
＊
＊

（
不
採
択
）
保
育
園
で
の
お
や
つ
は
、

お
迎
え
が
遅
く
な
る
こ
と
に
よ
る
心

の
負
担
軽
減
、
み
ん
な
一
緒
の
お
や

つ
タ
イ
ム
と
い
う
情
緒
的
な
面
か

ら
、
月
額
二
千
円
の
お
や
つ
代
は
受

益
の
点
か
ら
も
妥
当
で
あ
る
。
合
併

後
の
保
育
料
も
、
月
額
に
し
て
二
千

二
百
円
か
ら
最
大
で
九
千
六
百
円
安

く
な
り
、
仮
に
お
や
つ
代
二
千
円
を

負
担
し
た
と
し
て
も
、
軽
い
負
担
で

午
後
６
時
ま
で
預
け
ら
れ
る
と
考
え

る
。
兄
弟
入
所
の
場
合
、
10
世
帯
で

負
担
増
と
な
っ
た
が
、
大
部
分
の
世

帯
で
は
負
担
が
軽
く
な
り
、
歓
迎
さ

れ
て
い
る
。
午
後
７
時
ま
た
は
７
時

30
分
ま
で
の
延
長
保
育
料
も
、
利
用

し
な
い
世
帯
と
比
べ
、
明
ら
か
に
受

益
の
差
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

応
分
の
負
担
は
や
む
を
得
な
い
と
考

え
る
。
以
上
の
点
か
ら
、
本
請
願
は

不
採
択
と
考
え
る
。

（
採
択
）
昭
和
53
年
か
ら
延
長
保
育

の
お
や
つ
代
二
千
円
が
徴
収
さ
れ
て

い
る
が
、
明
確
な
根
拠
は
な
い
。
ま

た
、
お
や
つ
の
量
が
多
い
こ
と
は
一

目
瞭
然
で
あ
り
、
お
や
つ
の
質
の
改

善
は
歓
迎
す
る
が
、
料
金
の
引
き
下

げ
は
可
能
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
延

長
保
育
料
が
近
隣
の
他
市
で
は
、
お

や
つ
代
込
み
と
し
た
り
、
日
割
対
応

と
す
る
な
ど
、
本
市
が
高
い
こ
と
が

分
か
っ
た
。
市
と
し
て
、
子
育
て
に

か
か
る
費
用
を
軽
減
す
る
努
力
は
当

然
で
あ
り
、
早
急
に
延
長
保
育
の
お

や
つ
代
等
延
長
保
育
料
の
廃
止
、
見

直
し
が
必
要
と
考
え
る
。
以
上
の
点

か
ら
、
本
請
願
は
採
択
す
べ
き
と
考

え
る
。

＊
＊
請
願
e
＊
＊

（
不
採
択
）
国
会
等
へ
の
意
見
書
提

出
は
、
地
方
自
治
法
で
地
方
公
共
団

体
の
公
益
に
関
す
る
事
件
に
つ
い
て

出
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る

が
、
靖
国
問
題
は
首
相
・
閣
僚
の
参

拝
の
有
無
だ
け
で
な
く
、
極
め
て
多

岐
に
わ
た
る
問
題
を
含
ん
で
い
る
。

こ
の
た
め
、
地
方
行
政
を
担
う
市
議

会
が
意
思
表
示
す
る
こ
と
は
疑
問
に

思
う
。
さ
ら
に
、
本
請
願
の
問
題
は

地
方
行
政
の
本
旨
に
な
じ
ま
な
い
と

言
わ
ざ
る
を
得
ず
、
国
政
へ
の
熱
い

思
い
か
ら
の
請
願
で
あ
る
が
、
意
見

書
の
提
出
は
し
な
い
こ
と
が
賢
明
と

判
断
す
る
。
以
上
の
点
か
ら
、
不
採

択
と
考
え
る
。

討
　
　
　
論

6月定例会では、一般会計補正予算（第1号）
を始めとする補正予算、条例の一部改正など15
議案ほか、同意1件、報告4件が提出され、また、
請願3件と議員発議の意見1件がありました。

議案の審議
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（
採
択
）
侵
略
戦
争
を
正
当
化
す
る

立
場
で
、
戦
争
行
為
そ
の
も
の
を
ほ

め
た
た
え
る
こ
と
を
使
命
と
し
た
神

社
に
、
戦
後
30
年
経
っ
て
か
ら
Ａ
級

戦
犯
14
人
を
合
祀
し
、
神
と
し
て
祀

る
こ
と
や
日
本
の
戦
争
が
正
し
か
っ

た
と
い
う
靖
国
史
観
を
宣
伝
し
て
い

く
こ
と
を
使
命
と
し
て
い
る
こ
と
な

ど
、
戦
後
、
一
宗
教
法
人
と
な
っ
た

靖
国
神
社
が
今
も
っ
て
果
た
し
て
い

る
役
割
に
問
題
が
あ
る
。
こ
の
問
題

を
も
っ
た
神
社
に
首
相
が
参
拝
す
る

こ
と
は
、
靖
国
神
社
の
歴
史
観
に
公

的
な
御
墨
付
を
行
動
で
示
す
こ
と
に

な
り
、
政
府
の
公
式
見
解
、
信
教
の

自
由
の
違
反
な
ど
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
国
内
外
に
送
る
こ
と
に
な
る
。

国
が
誤
り
を
犯
そ
う
と
す
る
と
き
、

き
っ
ぱ
り
も
の
を
言
う
こ
と
も
地
方

議
会
の
役
割
で
あ
り
、
意
見
書
の
提

出
こ
そ
、
そ
の
役
割
で
あ
る
と
判
断

す
る
。
以
上
の
点
か
ら
、
本
請
願
を

採
択
す
べ
き
と
考
え
る
。

■
委
員
会
の
状
況

各
委
員
会
と
も
多
く
の
質
疑
が
あ

り
ま
し
た
。

総
務
委
員
会

総
務
委
員
会
に
は
、
第
77
号
議

案
豊
川
市
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る

退
職
報
償
金
の
支
給
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正
と
請
願
第
３
号
小
泉
首

相
に
靖
国
参
拝
の
中
止
を
求
め
る
意

見
書
提
出
に
つ
い
て
の
請
願
の
２
件

が
付
託
さ
れ
、
審
査
が
行
わ
れ
ま
し

た
。委

員
会
で
の
審
査
結
果
は
、
第

77
号
議
案
は
委
員
全
員
異
議
な
く
、

原
案
の
と
お
り
可
決
。
請
願
第
３
号

は
採
決
の
結
果
、
賛
成
少
数
で

不
採
択
。

健
康
福
祉
委
員
会

健
康
福
祉
委
員
会
に
は
、
第

74
号
議
案
豊
川
市
乳
幼
児
医
療

費
支
給
条
例
等
の
一
部
改
正
、

第
75
号
議
案
豊
川
市
国
民
健
康

保
険
条
例
の
一
部
改
正
と
請
願

第
２
号
豊
川
市
「
延
長
保
育
料
」

等
の
廃
止
・
見
直
し
を
も
と
め

る
請
願
の
３
件
が
付
託
さ
れ
、

審
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

委
員
会
で
の
審
査
結
果
は
、

第
74
号
議
案
は
委
員
全
員
異
議

な
く
、
原
案
の
と
お
り
可
決
。

第
75
号
議
案
は
採
決
の
結
果
、

賛
成
多
数
で
原
案
の
と
お
り
可

決
。
請
願
第
２
号
は
採
決
の
結

果
、
賛
成
少
数
で
不
採
択
。

生
活
文
教
委
員
会

生
活
文
教
委
員
会
に
は
、
請

願
第
４
号
上
限
金
利
を
引
き
下

げ
等
に
よ
り
、
消
費
者
・
中
小

零
細
事
業
者
等
の
健
全
な
生
活

を
守
り
、
多
重
債
務
問
題
を
根

絶
す
る
た
め
、「
出
資
の
受
入
れ
、

預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関

す
る
法
律
」
及
び
「
貸
金
業
の
規
制

等
に
関
す
る
法
律
」
の
改
正
を
求
め

る
請
願
の
１
件
が
付
託
さ
れ
、
審
査

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

委
員
会
で
の
審
査
結
果
は
、
全
員

一
致
で
採
択
。
ま
た
、
採
択
に
伴
い
、

意
見
書
提
出
の
た
め
、
生
活
文
教
委

員
会
所
属
の
委
員
全
員
で
意
見
第
１

号
の
発
議
を
行
い
、
議
会
最
終
日
に

上
程
し
ま
し
た
。

意見書の提出
多重債務を未然に防止し、消費者保護を図るための意見書

クレジットや消費者金融を利用し返済困難に陥っている、いわゆる多重債務者は、現
在、200万人ともいわれている。
昨今、我が国では、個人の破産件数は年間20万人程度で推移し、経済・生活苦による

自殺者は年間約８千人にのぼる。多重債務が原因と思われる犯罪の増加などの社会的問
題も多発している。
２千万人が消費者金融を利用し、国民一人当たり２枚以上のクレジットカードを所有

している現状においては、誰もが多重債務に陥る可能性がある。
こうした「多重債務社会」の大きな原因となっているのは、経済的・社会的弱者保護

のために上限金利を定める利息制限法により無効とされているにもかかわらず、刑事罰
を課されない金利（いわゆるグレーゾーン金利）での貸付である。
よって、国におかれては、国民が多重債務に陥るのを未然に防ぐため、下記の措置を

講じられるよう強く要望する。
記

１　出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（以下、出資法という。）
第５条の上限金利（年29.2％）を、現行の利息制限法第１条の制限金利（15％～20%）
まで引き下げること。

２　出資法及び質屋営業法における日賦貸金業者、電話担保金融、質屋に対する金利の
特例措置を撤廃すること。

３　貸金業の規制等に関する法律第43条のいわゆるみなし弁済規定を廃止すること。
４　脱法的な保証料徴求を禁止すること。
以上を地方自治法99条の規定により関係行政庁へ提出しました。

衆参両議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、内閣府特命担当大臣あて


